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実績に関する評価の位置付け

◼ 我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療
水準を達成してきた。しかしながら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を取り巻く様々な環境が
変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に
増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要がある。

◼ このための仕組みとして、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）第９条第１項の規定
により、６年ごとに、６年を１期として医療費適正化を推進するための計画（以下「医療費適正化計画」という。）を各都道府
県が定めることとされており、平成30年度から令和５年度までを計画期間として、平成30年３月に第３期新潟県医療費適正化計
画を策定したところである。

◼ 法第11条に基づき、医療費適正化計画は定期的にその達成状況を点検し、その結果に基づき必要な対策を実施するいわゆるPDCA
サイクルに基づく管理を行うこととしている。また、法第12条第１項の規定により、都道府県が策定する医療費適正化計画につ
いては、計画期間の終了の翌年度に目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価
（以下「実績評価」という。）を行うものとされている。

◼ 今般、第３期計画期間が令和５年度で終了したことから、平成30年度から令和５年度までの第３期新潟県医療費適正化計画の実
績評価を行う。

１

Ⅰ 医療費適正化計画の趣旨

Ⅱ 実績に関する評価の目的



１ 医療費適正化計画の全体像

１ 特定健康診査・特定保健指導

◼ 特定健康診査

✓ 医療保険者と連携･協働し、受診しやすい環境づくりや受診勧奨等の取組を推進する。

◼ 特定保健指導

✓ 特定健康診査等の結果に基づき、医療機関への受診勧奨及び保健指導を実施するとともに、医療と連携した保健指導の取組を行う。

２ 重症化予防の取組（糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ））

◼ 特定健康診査等の結果に基づき、医療機関への受診勧奨及び保健指導を実施するとともに、医療と連携した保健指導の取組を
行うなど重症化予防の取組を推進

✓ 糖尿病有病者の増加抑制、治療中断者の減少に関する取組を行う。

✓ ＣＫＤ有病者の増加抑制、治療中断者の減少、重症化予防に係る体制整備に関する取組を行う。

３ 生活習慣病・加齢疾患等の予防の推進

◼ 発症予防・重症化予防の推進

✓ がん･循環器疾患の発症予防は、食生活、身体活動等の生活習慣の改善によるところが大きいため、分野ごとの取組に際し、疾病の発症予防
や健康寿命に関連付けながら取り組む。

✓ 早期発見、早期治療により、がん・脳卒中・心血管疾患とともに、糖尿病、ＣＫＤの発症予防・重症化予防を図るため、特定健康診査・特
定保健指導及びがん検診受診率向上に取り組む。

✓ 重症化予防の取組として、特定健康診査等結果に基づき、医療機関への受診勧奨及び保健指導を実施するとともに、医療と連携した保健指
導の取組を推進する。

✓ 県民の行動変容や健康づくりに対する理解促進のため、生体リズムや生活習慣全般の見直しと関連づけて適切な指導を行うことができる人
材の養成と確保、活躍の場の提供に取り組む。

✓ 発症予防･重症化予防の普及啓発に当たっては、保険者協議会や医療保険者、市町村と連携･協働し、総合的かつ効果的な取組を推進する。

Ⅰ 県民の健康の保持

２



◼ 高齢者の健康の保持･増進

✓ 良好な生活習慣を実践する高齢者が増加するよう取組を促進する。

✓ 介護予防･日常生活支援総合事業の認知度向上や必要性の理解のための普及啓発を行う。

✓ 健康寿命の延伸の観点からロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイルの認知度向上や運動不足・体力低下等を防止するための生
活習慣の実践について、普及啓発を行う。

✓ 多職種による地域連携の実践に関する普及啓発等を行う。

Ⅱ 医療の効率的な提供

１ 後発医薬品の使用

◼ 後発医薬品の使用に関する各団体の取組や課題の認識を共有し、後発医薬品の使用促進を図る。

２ 医薬品の適正使用（多剤、重複投薬、重複・頻回受診者に関する取組）

◼ 医薬品の適正使用について医療機関や薬局と連携した、重複･頻回受診者に対する指導等の取組を推進する。

Ⅲ 医療費の見込み

平成27年度実績

令和５年度

自然体の医療費の見込み
適正化の取組を行った場合

の医療費の見込み

総医療費 7,110億円 7,844億円 7,759億円

一人当たり医療費 30万9千円 36万5千円 36万1千円

※１ 平成27年度実績は「国民医療費（厚生労働省）」に基づく

※２ 令和５年度の見込みは「都道府県医療費の将来推計ツール（厚生労働省）」により算出 ３



２ 各施策の展開と関連指標

１ 特定健康診査・特定保健指導

◼ 特定健康診査

・特定健康診査実施率 ※評価指標

◼ 特定保健指導

・特定保健指導実施率 ※評価指標

２ 重症化予防の取組（糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ））

・脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率（10万人当たり）

３ 生活習慣病・加齢疾患等の予防の推進

◼ 発症予防・重症化予防の推進

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群  ※評価指標

・食塩摂取量（成人） ・野菜摂取量（成人） ・運動習慣者の割合 ・成人の喫煙率

・75歳未満のがんの年齢調整死亡率（10万人当たり）

・がん検診受診率（69歳以下） ※参考値：市町村が実施するがん検診の受診率（69歳以下）

◼ 高齢者の健康の保持･増進

・１日当たりの平均歩数 ・低栄養傾向（BMI 20以下）の高齢者（65歳以上）の推定者数、割合

・80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合 ・大腿骨近位部骨折の発生率（10万人当たり）

・70～74歳までの要支援・要介護認定者数の割合

１ 後発医薬品の使用

・後発医薬品の使用割合 ※評価指標

２ 医薬品の適正使用（多剤、重複投薬、重複・頻回受診者に関する取組）

Ⅰ 県民の健康の保持

Ⅱ 医療の効率的な提供

４



Ⅰ 県民の健康の保持に関する目標

① 特定健康診査の実施率に関する数値目標

Ｈ29年度（2017年度）
【計画の足下値】

第３期計画期間

Ｈ30年度
（2018年度）

Ｒ１年度
（2019年度）

Ｒ２年度
（2020年度）

Ｒ３年度
（2021年度）

Ｒ４年度
（2022年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

56.5％ 59.7％ 61.1％ 58.3％ 61.5％ 62.4％ 64.4％

目標達成に必要な数値 58.75％ 61.0％ 63.25％ 65.5％ 67.75％ 70.0％

第３期の取組

◼ テレビCMの放映や県公式YouTube、Twitter等の活用により、一般県民向けに特定健康診査・特定保健
指導を普及啓発

◼ 特定健康診査・特定保健指導従事者向けに研修会を開催（初任者向け、経験者向け）
◼ 市町村の国民健康保険加入者を対象に、ナッジ理論（行動経済理論）を活用した特定健康診査の未受

診者勧奨事業をモデル的に実施
◼ 国民健康保険の新規加入者に、特定健康診査・特定保健指導の受診を勧奨するリーフレットを配布

第４期に向けた課題
特定健康診査実施率は増加傾向であったが、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響で低下し

た。そのため、実施率の回復を目指し、保険者や市町村、事業主と連携・協働し、取組をより一層推進
していく必要がある。

第４期に向けた改善点 今後も引き続き特定健康診査の普及啓発を行う。

５

３ 目標に関する評価



新潟県と全国の特定健康診査実施率の推移 医療保険者別の特定健康診査実施率の推移（全国値）

実施率（％）

新潟県

全国

実施率（％）

市町村国保

（参考）本県市町村国保

国保組合

協会けんぽ

健康保険組合（総合）

健康保険組合（単一）

共済組合

広報事業 ナッジ理論を活用した未受診者勧奨の効果検証事業

○ ナッジ理論（行動経済理論）やＡＩ（人工知能）など、先進の科学的手法
を活用した受診勧奨（受診勧奨ハガキの送付）を市町村国保で実施し、効果
を検証

【受診勧奨ハガキの例】

○ 県内の民放４局で、特定健診の受診を促す広報動画（テレビＣＭ）を放映

出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）
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② 特定保健指導の実施率に関する数値目標

Ｈ29年度（2017年度）
【計画の足下値】

第３期計画期間

Ｈ30年度
（2018年度）

Ｒ１年度
（2019年度）

Ｒ２年度
（2020年度）

Ｒ３年度
（2021年度）

Ｒ４年度
（2022年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

21.0％ 25.9％ 25.6％ 25.6％ 27.2％ 28.4％ 30.6％

目標達成に必要な数値 25.0％ 29.0％ 33.0％ 37.0％ 41.0％ 45.0％

第３期の取組

◼ テレビCM、ポスター、県公式YouTube、Twitter等により、一般県民向けに特定健康診査・特定保健
指導を普及啓発

◼ 特定健康診査・特定保健指導従事者向けに研修会を開催（初任者向け、経験者向け）
◼ 国民健康保険の新規加入者に、特定健康診査・特定保健指導の受診を勧奨するリーフレットを配布

第４期に向けた課題
特定保健指導の実施率は横ばいで推移しており、実施率を向上させていくため、引き続き保険者や市

町村、事業主と連携・協働した取組を推進していく必要がある。

第４期に向けた改善点 今後も引き続き、様々な取組により特定健康診査・特定保健指導の普及啓発を行う。

７



新潟県と全国の特定保健指導実施率の推移 医療保険者別の特定保健指導実施率の推移（全国値）

実施率（％）

市町村国保

（参考）本県市町村国保

国保組合

協会けんぽ

健康保険組合（総合）

健康保険組合（単一）

共済組合

新潟県

全国

特定健診・特定保健指導 普及啓発ポスター

特定健診・特定保健指導従事者向け研修会

実施率（％）

出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）
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Ｈ29年度（2017年度）
【計画の足下値】

第３期計画期間

Ｈ30年度
（2018年度）

Ｒ１年度
（2019年度）

Ｒ２年度
（2020年度）

Ｒ３年度
（2021年度）

Ｒ４年度
（2022年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

26.4万人 26.6万人 27.2万人 27.7万人 27.7万人 27.8万人 28.2万人

目標達成に必要な数値 26.6万人 25.3万人 24.0万人 22.7万人 21.4万人 20.1万人未満

第３期の取組

◼ 栄養・食生活
関係団体と協働し、望ましい食習慣の実践や継続に向けた啓発活動の強化を図った。また、県内スーパーマー

ケット等と連携し、健康に配慮した惣菜や弁当など中食の販売等を行うとともに、幅広い関係団体を巻き込んだ、
健康づくり県民運動「健康立県プロモーション事業」により、食生活を含めた健康づくりを推進した。
◼ 身体活動・運動
「健康にいがた21」ホームページや県公式twitterでの「ながら運動」の紹介など健康づくりに関する情報を発信
するとともに、健康ウォーキングロード登録等による運動しやすい環境の整備、働く世代の運動促進を目指した
プログラムの実証実験、アプリによる運動習慣定着支援、健康づくりのための運動指導者の養成等を行った。

第４期に向けた課題
「栄養・食生活」「身体活動・運動」の観点から取組を行ってきたが、特定健診受診者のメタボリックシンド

ローム該当者やメタボリックシンドローム予備群者の割合は令和２年度まで毎年微増している。目標達成に向け
て引き続き取組を進める必要がある。

第４期に向けた改善点
「栄養・食生活」「身体活動・運動」を中心としたポピュレーションアプローチを継続しながら、特定保健指

導の実施率向上等によるハイリスクアプローチを組み合わせた取組を実施する。

➂ メタボリックシンドローム該当者及び予備群に関する数値目標

９



健康づくり県民運動「健康立県プロモーション事業」

○ 全国トップクラスの健康寿命を目指す「健康立県」の実現に向け、県民一人
一人が健康づくりの大切さを認識し、自発的な行動につなげていけるよう、市
町村や医療、教育、産業等の様々な分野の関係機関と連携協働して、新たな健
康づくりの県民運動を推進

県公式Twitterによる情報発信

12
10

出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）
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④ たばこ対策に関する目標

第３期計画

第３期の取組

◼ 小・中・高校生対象の禁煙ポスターコンクールの優秀作品のカレンダー配布による普及啓発
◼ 若年女性の禁煙防止啓発サイトの運営、リーフレットの配布
◼ 受動喫煙対策の法制化に伴う飲食店等への周知
◼ 受動喫煙防止対策取組事例集の作成、企業への配布

第４期に向けた課題

成人の喫煙率は減少傾向にあるが、総数及び女性の喫煙率は目標値（※）に達しておらず、特に習慣
的に喫煙をしている割合が高い20～50歳代（働き盛り世代）をターゲットに周知啓発を図ることが課題
であり、引き続き喫煙率の減少に向け取り組む必要がある。

※健康にいがた21における目標値（R6）：総数13％、男性24％、女性４％

第４期に向けた改善点
市町村や病院等の協力により禁煙ポスターやリーフレットによる周知を図ってきたが、事業所等と連

携した普及啓発を行う必要がある。

11



新潟県及び全国の喫煙率の推移 受動喫煙防止対策取組事例集

○ 令和２年４月１日から店舗や事業所など２人以上の人が利用する施設が原則屋内
禁煙となったことに伴い（健康増進法改正）、受動喫煙防止対策や禁煙対策などに
取り組む企業の取組状況をまとめた事例集を作成・配布

出典：国民健康・栄養調査（厚生労働省）、県民健康・栄養実態調査（新潟県）
※ 令和２年及び令和３年は全国調査が中止のため未掲載
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第３期計画

第３期の取組

脳血管疾患、心血管疾患の危険因子である糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）の早期発見、重症化予防の
ため、糖尿病・ＣＫＤ対策を実施した。
◼ 地域ＣＫＤ・糖尿病対策推進事業にて、地域において研修会、検討会を実施
◼ 糖尿病性腎症重症化予防対策として、新潟県糖尿病性腎症重症化予防プログラムを策定
◼ 生活習慣病重症化予防ネットワーク事業にて、地域糖尿病・ＣＫＤ協力医の養成、地域ＣＫＤ・糖

尿病対策連携会議等を開催

第４期に向けた課題

脳血管疾患、虚血性心疾患の年齢調整死亡率は減少しており、目標（※）に達している。さらなる減
少を目指し、生活習慣病対策を進めていく必要がある。

※健康にいがた21における目標（R6）：減少させる

第４期に向けた改善点
各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙）での取組に加え、糖尿病・ＣＫＤの早期発

見・重症化予防に係る体制整備に取り組む。

⑤ 生活習慣病等の重症化予防の推進に関する目標

13



○ 重症化するリスクの高い健診・医療機関の未受診者及び治療中断者について、適切な
受診勧奨によって治療に結びつけるとともに、医療保険者と医療機関とが連携して保健
指導等を行い、腎不全、腎代替療法への進展を抑制することを目的に、新潟県・新潟県
医師会・新潟県糖尿病対策推進会議の三者で予防プログラムを策定

○ また、プログラムを理解するとともに、より早い段階からの保健指導の実施及び医療
の提供が可能とするため、地域の糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策に協力する医師の
養成研修を行い、糖尿病専門医、腎臓専門医、行政等との円滑な医療連携を推進

新潟県糖尿病性腎症重症化予防プログラム
新潟県地域糖尿病・CKD協力医

年齢調整死亡率の推移（人口10万対）

14出典：人口動態統計特殊報告（厚生労働省）
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⑥ その他 予防・健康づくりの推進に関する目標（がん検診受診率の向上）

第３期計画

第３期の取組

がん検診受診率の向上を目指し、罹患率の高い世代への普及啓発、職域を通じた情報提供、対象者個
人への効果的な情報提供手法の検討等を行った。
・事業主等へのがん検診普及啓発事業
・がん検診一斉広報
・がん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン月間
・関係団体と連携したがん検診セミナーの開催
・被用者保険を介した被扶養者への個別受診勧奨

第４期に向けた課題
国民生活基礎調査によるがん検診受診率は、ほとんどのがんの種別で増加している。
しかし、市町村のがん検診受診率については伸び悩んでおり、検診の入り口年齢である40代（子宮

頸がんでは20代）で受診率が低いこと等が課題である。

第４期に向けた改善点
保険者や市町村、事業主等と連携し受診しやすい環境づくりやがん検診に関する普及啓発、受診勧

奨を推進することにより、受診率向上に取り組む。

15



がん検診啓発ポスター

出典：国民計画基礎調査（厚生労働省）

出典：R5地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省） 16
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第３期計画

第３期の取組

食生活の改善をより一層推進するため、関係団体と協働し、望ましい食習慣の実践や継続に向けた啓
発活動の強化を図った。
また、食環境づくりのため、県内スーパーマーケット等と連携し、健康に配慮した惣菜や弁当の中食

の販売等を行うとともに、幅広い関係団体を巻き込んだ、健康立県プロモーション事業により、食生活
を含めた健康づくりを推進した。
・県民の食生活改善活動促進事業の実施
・小学生保護者向け啓発事業の実施
・地域食育実践事業の実施
・自然に健康な食事ができる環境づくり事業の実施
・健康立県プロモーション事業による食生活を含めた健康づくりの推進

第４期に向けた課題

食塩摂取量及び野菜摂取量が目標値（※）に達しておらず、また、主食、主菜、副菜を組み合わせた
食事をする人の割合が減少（H27:46.0％→R1:44.6％）していることが課題である。
※健康にいがた21目標値
食塩摂取量：１日８g未満
野菜摂取量：１日350g

第４期に向けた改善点
今後も幅広い関係団体を巻き込んだ健康づくり県民運動「健康立県プロモーション事業」を通じて、

食生活改善や食環境づくりを推進し、普及啓発に取り組む。

⑦ その他 予防・健康づくりの推進に関する目標 （生活習慣病予防のための食生活の改善）
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１日当たりの食塩摂取量（20歳以上）の推移 １日当たりの野菜摂取量（20歳以上）の推移

全国

新潟県

（ｇ）
（ｇ）

新潟県

全国

自然に健康な食事ができる環境づくり事業

○ 新潟県では、主食・主菜・副菜をそろえた食事をする人の割合が減少していることから、食生活のキャッチフレーズを「からだがよろこぶ、一皿を足そ
う」とし、取組を推進

○ 食生活の取組として、いつでも健康に配慮した食事ができる環境づくりとして、「からだがよろこぶデリ」を、スーパーマーケット等と連携して令和2
年11月から販売

出典：県民健康・栄養実態調査（新潟県）

出典：県民健康・栄養実態調査（新潟県）
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第３期計画

第３期の取組

◼ 運動習慣普及広報
・「健康にいがた21」ホームページや県公式twitterにて運動など健康づくりに関する情報の発信

◼ 運動しやすい環境整備として健康ウォーキングロード登録と県HP等でのＰＲ（137コース登録）
◼ 働く世代の運動促進事業の実施
・ 働く世代の運動促進のための検討会を開催し、アイデアをプログラム化、実証実験を実施
・ 検討会の報告としてweb公開型ミーティングを開催

◼ 「にいがたヘルス＆スポーツマイレージ事業」のアプリを用いた県民の運動習慣定着支援
◼ 健康づくりのための運動指導者の養成
・ 健康づくり運動指導者養成研修の実施
・ 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センターを活用した健康づくり指導者の資質向上

第４期に向けた課題
運動しやすい環境づくりは進んでいるが、運動習慣の定着には結びつかない状況があり、働く世代や

健康づくりに無関心な人への働きかけを、さらに充実させていく必要がある。

第４期に向けた改善点

個人への働きかけに加え、特に課題が見られる働く世代が多くの時間を過ごす企業等での働きかけを
実施する。
企業等における運動習慣定着の取組を促進するため、従業員の運動促進に積極的に取り組む企業の事

例紹介や仕事中に簡単にできるながら運動の活用促進を図る。また、「にいがたヘルス＆スポーツマイ
レージ事業」のアプリを活用したウォーキングイベント等を開催する。

⑧ その他 予防・健康づくりの推進に関する目標 （生活習慣病予防のための身体活動・運動の実践）
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○ 職場(事業所等)で、仕事をしながら手軽にできる簡単な運動（ながら運動）を普及す
るため、県独自のながら運動メニュー「ち～とばっか動効果(うごこうか)」を作成
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⑨ その他 予防・健康づくりの推進に関する目標 （高齢者の健康の保持・増進）

第３期計画

第３期の取組

・運動しやすい環境整備として、健康ウォーキングロード登録事業を実施
・運動習慣普及広報のため、健康づくりの第一歩として、誰もが気軽に取組めるウォーキングに着目した広報
を実施

・給食施設指導を通じた高齢者等給食施設への働きかけや、地域の健康課題にあわせた食生活改善活動の実施
・高齢者の低栄養予防のため、在宅訪問栄養食事指導等を実施
・歯・口腔の健康づくりを意識する機会の増加や市町村・企業等における歯科健診・歯科保健指導等の取組を
促進するため、「にいがた健口文化推進月間」等において広く普及啓発

・健康立県プロモーション事業のテーマの一つである「デンタルケア」のもと、企業等において、口腔衛生習
慣定着・効果的なアプローチ方法検討のためのモデル事業を実施

・市町村が実施する高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止の取組を支援

第４期に向けた課題

・運動しやすい環境づくりが進んでいるが、歩くことへの行動変容には結びつかない状況があり、健康づくり
に無関心な人への働きかけを充実させていく必要がある。

・成人期以降の望ましい口腔衛生習慣が定着しておらず、結果として高齢期に多くの歯が失われてしまう。
・市町村によって、高齢化の状況、医療・介護等の地域資源、行政の組織体制等が異なるため、取組状況に差
が生じている。

・市町村においては、医療職との連携や多様な主体による生活支援・介護予防サービスの創出等、地域の
住民を含めた様々な立場・職種の関係者で協働し、高齢者の支援体制を充実・強化する必要がある。

・介護予防の必要性についての県民への普及啓発と、高齢者が主体的に取り組むことができる介護予防活動の
場のより一層の普及が必要。

第４期に向けた改善点

・幅広い関係団体を巻き込んだ健康づくり県民運動「健康立県プロモーション事業」の推進によるアプローチ
を行う。

・栄養、食生活の関係者のみならず、歯科保健等とも連携した取組を推進するとともに、早い時期からの低栄
養予防に関する普及啓発を実施する。

・特に成人期における対策を進めるため、「にいがた健口文化推進月間」等における普及啓発や、市町村・企
業等における歯科健診・歯科保健指導等の取組を促進する。

・多職種協働による軽度者への介護予防に重点を置き、要介護認定率の改善に向けた取組を行う。
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健康ウォーキングロード にいがた健口文化推進ポスター

例）新潟市 鳥屋野潟散策コース

○ 身近で手軽なウォーキングを日頃の生活に取り入れてもらえるよう、安全性や快適
性などの一定の基準を満たすウォーキングロードを県内市町村から募集し登録

出典：県民健康・栄養実態調査（新潟県）
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出典：県民健康・栄養実態調査（新潟県）
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Ⅱ 医療の効率的な提供の推進に関する目標

① 後発医薬品の使用割合に関する数値目標

Ｈ29年度（2017年度）
【計画の足下値】

第３期計画期間

Ｈ30年度
（2018年度）

Ｒ１年度
（2019年度）

Ｒ２年度
（2020年度）

Ｒ３年度
（2021年度）

Ｒ４年度
（2022年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

70.7％ 79.9％ 82.7％ 84.2％ 83.9％ 85.6％ 87.3%

目標達成に必要な数値 72.3％ 73.8％ 75.3％ 76.9％ 78.45％ 80.0％

第３期の取組

中核的な役割を果たす病院において採用している「後発医薬品」のリストを作成し、県ホームペー
ジで公開するなどにより、医療機関や薬局等に情報提供を行った。また、市町村、関係団体、薬局に
県作成リーフレットを配布するなど啓発活動に取り組み、特に10月に実施される「薬と健康の週間」
においては、新潟県薬剤師会とともに、後発医薬品に関する周知・広報等を実施した。

第４期に向けた課題 ―

第４期に向けた改善点 今後も上記の取組を継続していく。
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新潟県

全国

後発医薬品使用割合の推移 ジェネリック医薬品啓発リーフレット
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② 医薬品の適正使用について医療機関や薬局と連携した、重複・頻回受診者に対する指導等の取組

目標 第３期計画

第３期の取組

医薬品の適正使用推進のため、他の医療機関や薬局と患者の服薬情報の一元化・継続的な情報提供
に対応することを目的として、令和３年８月１日より地域連携薬局制度が開始された。本県において
は、地域連携薬局数増加、人材育成、ポリファーマシー（多剤服用）対策等のため、新潟県薬剤師会
と連携して地域医療介護総合確保基金を活用した次に関する研修等を行った。
・かかりつけ薬局・薬剤師としての人材育成
・地域における多職種との連携

第４期に向けた課題
医薬品の適正使用に対する医療機関や薬局の取組を広げていくことが必要であるため、医療機関・

薬局・地域と連携してこれらの取組を行うことができる人材を増やしていく必要がある。

第４期に向けた改善点
地域医療介護総合確保基金を活用して引き続き、新潟県薬剤師会と連携して医薬品の適正使用に関

する人材育成に取り組むとともに、ICT技術を活用して重複・多剤服用者に対する指導等の取組を推
進する。
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診療所

他医療提供施設と
情報連携

地域連携薬局のイメージ
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４ 医療費の実績及び推移

平成27年度実績

令和５年度

令和５年度実績自然体の医療費の見込
み

適正化の取組を行った
場合の医療費の見込み

総医療費 7,110億円 7,844億円 7,759億円 7,540億円

一人当たり医療費 30万9千円 36万5千円 36万1千円 35万4.7千円

総医療費の推移 1人当たり医療費の推移
（億円） （円）

自然体の医療費の見込み（令和５年度）：7,844億円

適正化の取組を行った場合の医療費の見込み（令和５年度）：7,759億円

適正化の取組を行った場合の医療費の見込み（令和５年度）:361,000円

自然体の医療費の見込み（令和５年度）：365,000円

出典：国民医療費（厚生労働省） 出典：国民医療費（厚生労働省）
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全国の1人当たり医療費の状況（令和５年度）
（円）

出典：国民医療費（厚生労働省） 28
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新潟県 354,700円
（低い方から５番目） 全国平均 386,700円



【年齢調整後】全国の1人当たり医療費の状況（令和５年度）
（円）

出典：国民医療費（厚生労働省）
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全国平均 386,740円
新潟県 329,975円
（全国で最も低い）
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